
松前町認知症ケアパス
～住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすための手引き～

認知症の方やその家族が、いつ、どこで、どのような医療や
介護サービスが受けられるのかを示したものです。

どこに相談したら
いいの？

物忘れが増えた
気がする

気づき・疑い

相談

〇地域包括支援センター
〇居宅介護支援事業所
〇かかりつけ医

診断

〇認知症疾患医療センター
〇かかりつけ医

地域支援

〇認知症カフェ
〇認知症サポーター

介護保険申請

施設入所

〇認知症の人と家族の会

介護保険サービス

〇訪問介護
〇通所介護
〇短期入所生活介護
〇訪問看護
〇住宅改修・福祉用具 等

家族支援

〇グループホーム
〇特別養護老人ホーム 等

終末期ケア

松前町役場 福祉課 地域包括支援センター
TEL 089-985-4205（直通）

認知症 医療・相談一覧

認知症は早期の発見が大切です！
早く気づくと…

●治療で症状が軽減されたり、進行を遅らせることができる。

●本人が自分の状況を理解でき、認知症と向き合うことができる。

●家族が本人の状況を理解し、本人に寄り添った対応ができる。

●早い段階で支援者とつながり、相談しながら今後について

考えることができる。

①認知症に関する相談窓口

相談窓口 住所 電話番号

松前町地域包括支援センター 松前町筒井631 089-985-4205

②認知症疾患医療センター

医療機関名 住所 電話番号

愛媛大学医学部附属病院 東温市志津川454 089-960-5007

砥部病院 砥部町麻生40-1 089-957-5538

③町内の認知症専門外来がある医療機関

医療機関名 住所 電話番号

くろだ病院 松前町神崎586 089-984-1201

④認知症カフェ

カフェ名 開催場所 開催日時 電話番号

ひまわりカフェまさき
松前文化センター
２F第２研修室

毎月第３水曜日
13：00～15：00

089-984-4205

ひととき
介護老人福祉施設こより
１Fカフェスペース

毎月第１木曜日
13：30～15：30

089-984-1201

⑤同じ立場の人と話すことができる場

名称 開催場所 開催日時 電話番号

認知症の人と家族の会
愛媛県支部「つどい」

愛媛県在宅介護研修センター
松山市末町甲９-１

毎月第２月曜日
13：00～15：00

089-923-
3760

本人や家族が集まり、
情報交換や勉強会をしています

どなたでも参加可能
申込み不要

高齢者や認知症の方が安心して
生活できるよう支援する相談窓口です



認知症の状態に合わせて利用できる支援の流れ（認知症ケアパス）

認知症の経過

MCI
（軽度認知障害）

軽度認知症 中等度認知症 やや重度認知症 重度認知症

本人の様子

□外出するのが面倒になった
□服装に気を遣わなくなった
□同じことを何回も話すことが増えた
□物を探すことが増えた
□小銭での計算が面倒でお札で支払う
ようになった

□車をこすることが増えた

□大事な約束を忘れることがある
□計算間違いが多くなった
□趣味や楽しみに興味がなくなった
□冷蔵庫の中に同じものがいくつも
ある
□その場をとりつくろう言動がある

□たった今しようとしたことや話した
ことを忘れる
□料理をしなくなった
□ささいなことで怒ることがある
□薬の管理ができない
□道に迷って自宅に帰ることができな
い

□季節に合った服装が選べない
□入浴を嫌がるなど、身だしな
みを気にしない

□排泄の失敗が増えた
□食事に介助が必要となる
□知人のことがわからない

□身近な家族がわからない
□食べ物の飲み込みに支障
がでる

□自由に身体を動かせない

本人の気持ち

社会参加

医療

介護保険

安否確認・見守り

相談・家族支援

権利を守る

住まい

〇自分がこれまでと違うことに気づき、
不安を感じている

〇もの忘れや失敗が増え、できていたことができなくなり、気持ちが沈んでしまう
〇コミュニケーションが難しくなり、趣味もやめてしまう
〇失敗したときにどうしたらいいのか分からず、イライラしてしまう

〇自分の感情や気持ちを
うまく表現できない

〇介護予防事業 〇老人クラブ 〇ふれあい・いきいきサロン 〇公民館活動 〇シルバー人材センター

〇かかりつけ医 〇認知症疾患医療センター

〇認知症初期集中支援チーム

〇訪問介護 〇通所介護 〇短期入所生活介護 〇訪問看護 〇住宅改修・福祉用具 など

〇家族 〇地域住民 〇民生委員・児童委員 〇認知症サポーター

〇独居高齢者見守りネットワーク事業

〇地域包括支援センター（認知症地域支援推進員） 〇警察署

〇認知症カフェ（・ひまわりカフェまさき ・ひととき）

〇日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

〇成年後見制度

〇自宅

〇有料老人ホーム 〇サービス付き高齢者向け住宅

〇グループホーム 〇老人保健施設 〇特別養護老人ホーム

※認知症の症状や経過には個人差があります。目安として参考にしてください。

〇認知症の人と家族の会

〇居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

〇軽費老人ホーム

〈認知症サポーターとは〉
認知症を正しく理解し、
見守りや支援を行う
地域のサポーターです。

〈認知症初期集中支援チームとは〉
複数の専門職が認知症が疑われる人や
認知症の人及び家族を訪問し、チーム
で初期の支援を行います。
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